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お知らせ版

広報きたかた 「お知らせ版」  2021. ３〇1 ☎広報に記載の市内電話番号 ☎  『旧喜多方市、   熱塩加納町、  塩川町、   山都町』  と   『高郷町』  との通話には
　　　　　　　　　　　　　市外局番０２４１が必要です。  携帯電話からは市外局番０２４１が必要です。

内
容
県
で
は
、確
実
に
就
農

が
見
込
ま
れ
る
研
修
希
望
者
を

募
集
し
ま
す
。

　

な
お
、諸
要
件
を
満
た
し
、研

修
計
画
の
採
択
を
受
け
た
研
修

生
に
は
、国
に
よ
る
年
間
最
大

１
５
０
万
円（
最
長
２
年
間
）の

支
援
が
あ
り
ま
す
。

主
な
要
件
就
農
予
定
時
の
年

齢
が
原
則
50
歳
未
満
で
あ
る

こ
と
、国
の
支
援
を
受
け
よ
う
と

す
る
年
の
前

年
の
世
帯
全

体
の
所
得
が

６
０
０
万
円

以
下
で
あ
る

こ
と
な
ど
。

研
修
先
県
か
ら
認
定
を
受
け

た
先
進
農
家（
水
稲
、ア
ス
パ
ラ

ガ
ス
、キ
ュ
ウ
リ
な
ど
）

申
込
期
限
３
月
29
日（
月
）

申
し
込
み
方
法
窓
口
に
申
し

込
ん
で
く
だ
さ
い
。

問
申
農
業
振
興
課
経
営
企

画
係

☎（
24
）５
２
７
７
ま
た
は
各
総

合
支
所
産
業
建
設
課

内
容
日
中
線
記
念
自
転
車
歩

行
者
道
の
桜
並
木
を
メ
イ
ン
コ

ー
ス
に
行
わ
れ
る
ウ
ォ
ー
キ
ン

グ
イ
ベ
ン
ト
で
す
。

　

今
年
は
、新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
感
染
拡
大
防
止
の
た
め
、

コ
ー
ス
規
模
の
縮
小
な
ど
を
講

じ
て
開
催
し
ま
す
。

日
時
４
月
17
日（
土
）
①
午
前

９
時
、②
午
前
９
時
20
分
、③
午

前
９
時
40
分
、④
午
前
10
時

※
①
～
④
に
分
散
し
て
受
け
付

け
し
、順
次
ス
タ
ー
ト
と
な
り

ま
す
。

集
合
場
所
押
切
川
公
園
ス
ポ

ー
ツ
広
場

コ
ー
ス
５
㌔
m

定
員
８
０
０
人（
県
内
在
住

の
方
限
定
で
先
着
順
）

参
加
費
大
人（
高
校
生
以
上
）

︙
７
０
０
円
、
小
中
学
生
︙

３
０
０
円

※
事
前
申
し
込
み
の
み
。

申
し
込
み
方
法
４
月
８
日（
木
）

ま
で
に
、市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
内

の
申
込
専
用
フ
ォ
ー
ム
ま
た
は

往
復
ハ
ガ
キ（
〒
９
６
６
ー
０
０

９
４
字
押
切
二
丁
目
一
番
地

中
央
公
民
館
内
「
桜
ウ
ォ
ー
ク

係
」）で
申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い
。

往
復
ハ
ガ
キ
の
記
載
事
項

①
氏
名
②
郵
便
番
号
③
住
所

④
年
齢
⑤
性
別
⑥
電
話
番
号

⑦
交
通
手
段
⑧
参
加
人
数

問
申
桜
ウ
ォ
ー
ク
実
行
委
員

会
事
務
局（
中
央
公
民
館
企
画

事
業
係
）

☎（
24
）４
８
１
１

受
験
資
格
１
９
９
１
年
４
月

２
日
～
２
０
０
０
年
４
月
１
日

生
ま
れ
の
方
、ま
た
は
２
０
０
０

年
４
月
２
日
以
降
に
生
ま
れ
た

方
で
、次
の
要
件
を
満
た
す
方

①
大
学
を
卒
業
し
た
方
お
よ
び

２
０
２
２
年
３
月
ま
で
に
大
学

を
卒
業
す
る
見
込
み
の
方

②
人
事
院
が
①
と
同
等
の
資
格

が
あ
る
と
認
め
る
方

採
用
予
定
数
労
働
基
準
監
督

官
Ａ（
法
文
系
）︙
約
１
９
５

人
、労
働
基
準
監
督
官
Ｂ（
理
工

系
）︙
約
50
人

第
一
次
試
験
６
月
６
日（
日
）

受
付
期
間
３
月
26
日（
金
）～

４
月
７
日（
水
）

※
イ
ン
タ
ー
ネ

ッ
ト
申
込
専
用

ア
ド
レ
ス
か
ら

申
し
込
ん
で
く

だ
さ
い
。

問
福
島
労
働
局
総
務
課

☎
０
２
４（
５
３
６
）４
６
１
７

募　
集

新
規
就
農
研
修
生

蔵
の
ま
ち
喜
多
方

桜
ウ
ォ
ー
ク
２
０
２
１

労
働
基
準
監
督
官
採
用
試
験

春の全国交通安全運動
ぼくを見て 横断歩道の 小さな手

問 生活防災課 市民生活係 ☎（24）5208

期間  ４月６日（火）～15 日（木）
運動の重点

①子供と高齢者を始めとする歩行者
　の安全の確保
②自転車の安全利用の推進
③歩行者等の保護を始めとする安全
　運転意識の向上
交通事故死ゼロを目指す日

４月 10 日（土）４月 10 日（土）



広報きたかた 「お知らせ版」  2021 ３ 〇2☎広報に記載の市内電話番号 ☎  『旧喜多方市、   熱塩加納町、  塩川町、   山都町』  と  『高郷町』   との通話には
　　　　　　　　　　　　　市外局番０２４１が必要です。  携帯電話からは市外局番０２４１が必要です。

内
容 「
水
道
水
以
外
の
水（
地

下
水
な
ど
）」の
み
、ま
た
は「
水

道
水
以
外
の
水
」と
「
水
道
水
」

を
併
用
し
て
い
る
家
庭
で
、転

入
・
転
出
・
出
生
・
死
亡
な
ど

で
世
帯
使
用
人
数
に
変
更
が
生

じ
た
場
合
は
、使
用
料
の
算
定

に
影
響
が
あ
り
ま
す
の
で
、速

や
か
に
変
更
の
手
続
き
を
お
願

い
し
ま
す
。

問 

下
水
道
課　
総
務
係

☎（
24
）５
２
５
０

内
容 

令
和
２
年
度
補
正
予

算
・
令
和
３
年
度
予
算
に
基
づ

く
、経
済
産
業
省
の
支
援
策
に

つ
い
て
、今
年
度
は
説
明
会
に

代
わ
り
、ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
上
で

の
情
報
提
供
と

な
り
ま
し
た
の

で
、お
知
ら
せ
し

ま
す
。

問 

商
工
課 

商
工
業
・
雇
用
・
創

業
支
援
室

☎（
24
）５
２
３
３

内
容 

令
和
３
年
度
前
半
に
お

い
て
、日
本
脳
炎
ワ
ク
チ
ン
の

供
給
量
が
大
幅
に
減
少
し
、ワ

ク
チ
ン
の
不
足
が
見
込
ま
れ
ま

す
。

　

そ
こ
で
優
先
し
て
接
種
を
進

め
る
対
象
者
を
設
定
し
ま
し
た

の
で
、ご
理
解
と
ご
協
力
を
お

願
い
し
ま
す
。

優
先
し
て
接
種
を
進
め
る
方

●
３
歳
を
過
ぎ
て
、１
期
初
回

が
未
接
種
の
方

●
１
期
未
完
了
で
、令
和
４
年

３
月
末
ま
で
に
７
歳
６
カ
月
を

過
ぎ
て
し
ま
う
方

●
２
期
が
未
接
種
で
、令
和
４

年
３
月
末
ま
で
に
13
歳
を
過
ぎ

て
し
ま
う
方

●
特
例
措
置
対
象
者

※
優
先
対
象
者
以
外
は
、令
和

４
年
４
月
以
降
に
接
種
を
計
画

し
て
く
だ
さ
い
。

問 

保
健
課　
健
康
推
進
室

☎（
24
）５
２
２
３

延
長
期
限 

３
月
26
日（
金
）

受
付
時
間 

午
前
９
時
～
11
時
、

午
後
１
時
～
３
時

受
付
場
所 

税
務
課
、各
総
合
支

所
住
民
課

※
税
務
課
を
除
き
、事
前
連
絡

の
上
来
庁
し
て
く
だ
さ
い
。

※
３
月
29
日
以
降
の
所
得
税
申

告
は
喜
多
方
税
務
署
で
お
願
い

し
ま
す
。

問 

税
務
課　
市
民
税
班

☎（
24
）５
２
１
７
ま
た
は
各
総

合
支
所
住
民
課

経
済
産
業
省
施
策
の
ご
案
内

お
知
ら
せ

下
水
道
使
用
料
に
関
す
る

変
更
の
届
出
を
お
忘
れ
な
く

日
本
脳
炎
予
防
接
種
の

お
知
ら
せ
と
お
願
い

市
県
民
税
・
所
得
税
の

申
告
期
限
延
長

パブリックコメント（意見募集）

問申 生涯学習課　生涯学習係 ☎（24）5318 または
各総合支所住民課

　成年年齢を 20 歳から 18 歳に引き下げる改正
民法が令和４年４月１日に施行されます。成人
式の実施については、地方自治体の判断で実施
しているため、市で開催する成人式の在り方を
検討しています。
期　　間   3 月 15 日（月）～4 月 13 日（火）
閲覧方法  ①ホームページ、②窓口
応募資格  ①市に住所がある方、②市に事業所な

どがある個人、法人、その他団体、③市の事業所
や学校などに勤務・通学されている方、④この
案に利害関係のある個人、法人、その他団体
※応募方法など、詳しくはホームページを確認
してください。

皆さんの意見をお寄せください。
成年年齢引き下げに伴う

令和４年度以降の成人式の在り方案

市民交通災害共済 加入受け付け開始

問申 生活防災課　市民生活係 ☎（24）5208 または
各総合支所住民課

内容  県内全 13 市で
実施している「市民
のための交通災害共
済」で、歩行中の事故
による入院通院や車
での自損事故による
入院通院、走行中の自転車により負傷した通院
も見舞金（給付）の対象です。
　もしもの交通事故に備えて家族全員で加入し
ましょう！
対象  市内に住所がある方 ※年齢制限はありま

せん
掛金  加入者 1 人につき 500 円（1 年間）
共済期間  4 月 1 日～令和４年 3 月 31 日（中途加

入の場合、加入翌日から有効）

　交通事故証明書（自転車事故の場合は「目
撃者証明書」でも代用可）、治療実日数の記
載された診断書、会員証、印鑑、預金通帳（振
込先）を持参して、窓口へ請求してください。
　なお、請求期間は、交通事故による災害を
受けた日から２年間です。

もしも交通事故にあったときは？


